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説明会の開催にあたり

⚫ 本説明会では、「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム（EEGS）」の

操作方法等の説明を行います。

⚫ 質問は、YouTubeのチャット機能を使ってお寄せください。

説明会中に回答できなかった質問については、後日、FAQ等で回答いたします。

⚫ 本説明会の動画は、同じURLで、アーカイブ配信いたします。

後日、改めてご覧いただくことも可能です。
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EEGSの全体像
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EEGSでは、省エネ法・温対法・フロン法の報告書の作成から提出までをワンストップで

行うことができます。（ツールで作成した報告書の提出も可能です。）

EEGSの目的

*1：インターネットに接続できるPC

（ウェブブラウザ（Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox）の他に、新たなアプリケーションをインストールする必要はありません。）

*2：電子報告での提出時にシステムで内容の一部について形式チェックをします。

*3：本システムで提出いただいた報告書は、本システムで５年間確認できます。
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報告書はできる限り、紙媒体ではなくEEGSで提出してください。

EEGSの利用に際しては、「電子情報処理組織使用届出書」の提出が必要です。

EEGSの位置づけ・利用条件

⚫ 省エネ法・温対法・フロン法に係る報告は、原則としてEEGSを使用していただく想定です。

⚫ 温対法の報告書作成支援ツールは利用を停止しております。また、その他の報告書作成

ツール（アプリ・Excel）も、EEGSの稼働状況やEEGSへの移行状況を見ながら、今後は提

供を取りやめる予定です。

EEGSの

位置づけ

⚫ EEGSの利用に際しては、従来と同様、「電子情報処理組織使用届出書」を紙媒体で提

出していただく必要があります。

✓ 既存のシステムを利用するために、既に使用届出書を提出済みの場合は、改めて提

出頂く必要はありません。

✓ 省エネ法・温対法の電子報告とフロン法の電子報告は、別々に使用届出書を出して

いただく必要があります。

⚫ EEGSでも、既存システムのログインIDをそのまま使用することが可能です。

✓ 旧「省エネ法・温対法電子報告システム」と旧「フロン法電子報告システム」で別々の

IDを持っている場合、前者に統合されています（後者は使用できません）。

EEGSの

利用条件
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2023年度報告において、EEGSで報告書を作成できないケースがあります。

EEGS利用に際しての注意事項

⚫ 2023年度以降も、以下の場合はEEGSで報告書を作成できないため、従来通り、省エネ

法・温対法の報告書作成支援ツールで報告書を作成し、出力したファイルをEEGSでアップ

ロードしていただく必要があります。

✓温室効果ガス排出量の算定に、実測排出係数・実測排出量を使用する場合※1

✓輸送事業者で、複数の輸送区分がある場合

✓省エネ法で、連携省エネルギー計画の認定を受けている非特定事業者の場合※2

※1 2024年度以降、EEGSで報告書の作成が可能となる予定です。

※2 非特定事業者はEEGSでファイルをアップロードすることもできません。提出方法は経済産業局にご確認ください。

2023年度以降

もEEGSを使用

できないケース

⚫ 上記で記載した内容の他に、以下の機能が2023年度報告から利用可能となります。

✓ 省エネ法中長期計画書の作成・提出

✓ 温対法に係る権利利益保護請求の作成・提出

✓ 温室効果ガス排出量情報の集計・公表

✓ フロン法報告における報告書作成支援ツール機能（事業所ユーザの入力機能）等

2023年度報告

から使用可能と

なる機能

⚫ 2023年度から、以下の場合はEEGSで報告書を作成できるようになります。

✓省エネ法で、認定管理統括事業者と、連携省エネルギー計画の両方の認定を受けて

いる場合

✓電気事業及び熱供給事業の両方を行っている場合

2023年度から

EEGSを使用

可能になるケース
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EEGSのアクセス先は以下の通りです。

EEGSのアクセス先

https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/system

EEGS利用申請画面＜ログインIDが無い場合＞

https://eegs.env.go.jp/eegs-request/

EEGSログイン画面＜ログインIDがある場合＞

https://eegs.env.go.jp/eegs-report/login

EEGSに関する情報提供ポータルサイト
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事業者（事務局）ユーザは、事業者・事業所のアカウントを発行できます。

ユーザのタイプと権限

EEGSに管理者として登録されているユーザ。事業者ごとに１ユーザのみであり、EEGSから自動的に

発行されたログインIDを持つ。管理者として事業者・事業所ユーザのアカウントを発行できるほか、

事業者全体の報告内容、全事業所の報告内容について、登録、変更、削除が可能。

事業者

ユーザ

事業者

（事務局）

「事業者（事務局）」がアカウントを発行するユーザ。ログインIDはメールアドレス。

事業者全体の報告内容、全事業所（工場・事業場）の報告内容について、登録・変更・削除

が可能なユーザ。

事業者

「事業者（事務局）」がアカウントを発行するユーザ。ログインIDはメールアドレス。

自事業所（工場・事業場）の報告内容について、登録、変更、削除が可能。

他事業所の報告内容の確認はできない。

事業所

本社
事業所 事業所

事業者（事務局）

ユーザ

事業者ユーザ 事業所ユーザ 事業所ユーザ

事務局がアカウントを発行

「電子情報処理組織

使用届出書」を制度

所管省庁に提出し、

事務局のアカウントを

発行

自事業所の情報のみ編集可能事業者全体及び全事業所の情報を編集可能
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事業者・事業所ユーザがログインIDを忘れた場合は事業者（事務局）ユーザに確認し、事業

者（事務局）ユーザがログインIDを忘れた場合は届出書を提出した省庁に確認してください。

アクセスキー、ログインID、パスワードの発行・確認方法

事業者ユーザ

事業者（事務局） 事業者・事業所

アクセスキー
制度所管省庁がEEGSで発行し、郵送

または電子メールで通知。

アクセスキーを

忘れた場合

制度所管省庁がEEGSで再発行し、郵

送または電子メールで通知。

ログインID
ユーザ自身がEEGSで発行。

※IDはEEGSが自動設定

事業者（事務局）がEEGSで発行。

※IDはメールアドレス

ログインIDを忘

れた場合
制度所管省庁がEEGSで確認して回答。

事業者（事務局）がEEGSに登録され

ているメールアドレスを確認して回答。

パスワード ユーザ自身がEEGSで設定。

初期パスワードがEEGSから電子メールで

送られてくるので、初めてログインする際

にユーザ自身が変更。

パスワードを

忘れた場合
ユーザ自身がEEGSで再発行。 ユーザ自身がEEGSで再発行。

パスワードの

有効期限が

切れた場合
ユーザ自身がEEGSで再発行。 ユーザ自身がEEGSで再発行。

アカウントがロックさ

れた場合
制度所管省庁がEEGSで解除。 事業者（事務局）がEEGSで解除。

⚫ 下表の「制度所管省庁」とは、電子情報処理組織使用届出書を提出した、経済産業省又は環境省を指します。
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システム操作において不明な点があれば、システムヘルプデスクにお問い合わせください。

システム操作における注意点

⚫ Microsoft Edge, Google Chrome,  Firefox
※ Internet Explorer はサポートが終了するため、対応しておりません。

使用できるブラウザ

⚫ ブラウザの「戻る」ボタンをクリックしたり、各種画面の操作ボタンをダブルクリックし

たりすると、エラーが発生して入力した内容が消えてしまうおそれがあるため、使用し

ないでください。

⚫ 180分操作がないと自動でログアウトします。その場合、保存していない情報は破

棄されます。

システム操作上の

注意点

⚫ 4月～8月 ： 土日祝日を含む24時間
※ただし、定期メンテナンスのため、毎週水曜日19時～木曜日9時はシステム停止いたします。

⚫ 9月～3月 ： 平日 7:00 ～ 23:00
EEGSの稼働時間

⚫ EEGSポータルサイトをご参照ください。

https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/system

※EEGSの操作方法についてはシステムヘルプデスク、報告書の内容などシステム操作以外の内容

については各制度のヘルプデスクにお問い合わせください。

EEGSのマニュアル・

問合せ先等
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EEGSの利用の流れと操作手順



11

受領したアクセスキーを入力し、EEGSでログインIDを発行します。

EEGSの利用の流れと操作手順

事業者（事務局） EEGS
制度所管省庁

（経済産業省・環境省）

事業者の新規登録
（または事業者検索）

電子情報処理組織使用
届出書（紙）の送付

届出書受付

アクセスキー受領 アクセスキー発行

アクセスキー・事業者情報・
担当者情報の入力
（利用申請）

ワンタイムURL受領

ワンタイムURL画面で
パスワード入力

(ログインID発行）

ログインID受領

ログインID入力
（初回ログイン）

ワンタイムURL発行

ログインID発行

☞2

☞3

☞4

☞1

省エネ法

工場等

省エネ法

荷主

省エネ法

輸送
温対法 フロン法

電子情報処組織使用
届出書の追加提出

☞5
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EEGSの利用申請

EEGSの利用の流れと操作手順

☞1

省エネ法

工場等

省エネ法

荷主

省エネ法

輸送
温対法 フロン法

事業者
（事務局のみ）

⚫ 「電子情報処理組織使用届出書」に必要事項を記入して郵送にて提出します。

✓ 届出書を過去に提出しているにも関わらず、当該制度の機能が使用できない場合には、

システムヘルプデスクにお問い合わせください。

対象事業者 届出様式 様式ダウンロードURL 届出先*1

省エネ法(特定事業者、特定連鎖化

事業者、認定管理統括事業者、特

定荷主又は認定管理統括荷主) *2

省エネ法様式第43

https://www.enecho.meti.go.j 

p/category/saving_and_new/s 

aving/enterprise/factory/down load/

経済産業局

温対法(特定排出者) *3 温対法様式第4 https://ghgsanteikohyo.env.go.jp/manual
経済産業局 または

地方環境事務所

省エネ法(特定輸送事業者又は認

定管理統括貨客輸送事業者)
省エネ法様式第27

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/enviro

nment/sosei_environment_tk_000002.html

国土交通省 または

地方運輸局

フロン法(特定漏えい者) *4 フロン法様式第4
https://www.env.go.jp/earth/furon/operato

r/isshu_santei4.html

経済産業省 または

環境省

*1 :事業者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局、地方環境事務所または地方運輸局等に提出してください。

ただし、フロン法については、経済産業省又は環境省の本省に提出してください。

*2 :経済産業省へ省エネ法定期報告書等を提出するために、既存の「省エネ法・温対法電子報告システム」を用いず

e-Govを用いて電子報告を行っている場合は、ID番号の付与を受けた経済産業局窓口へご相談ください。

*3 :省エネ法による電子申請の使用届出を既に行っている場合は、改めて届出する必要はありません。

*4 :省エネ法又は温対法において使用届出書を提出済であっても、フロン法の使用届出書の提出が必要です。



13

EEGSの利用申請

EEGSの利用の流れと操作手順

クリックします。

☞1

省エネ法

工場等

省エネ法

荷主

省エネ法

輸送
温対法 フロン法

事業者
（事務局のみ）

いずれかの該当する様式をクリックします。

⚫ GビズIDを持っている場合は、「電子情報処理組織使用届出書」をシステム上で提出することが可能です。

⚫ ご使用のブラウザで「https://eegs.env.go.jp/eegs-request/notification」と入力し、Enterキーを押すと、

電子情報処理組織使用届出書を提出するためのログイン画面が表示されます。

⚫ 「GビズIDでのログイン」をクリックすると、届出書提出のメニュー画面が表示されるので、報告が必要な制度の様式

を選択します。
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アクセスキーの入力

EEGSの利用の流れと操作手順

⚫ 省庁で届出書を確認後、1ヶ月程でアクセスキーが郵送、メール等により通知されます。

⚫ 利用申請サイトにアクセスし、「アクセスキー」および「特定排出者コード／特定漏えい者コード」を入力し、

「利用申請画面へ」ボタンをクリックします。

利用申請サイトのURL：https://eegs.env.go.jp/eegs-request/

⚫ EEGSリリース前に発行されたアクセスキーも使用可能です。

☞2

省エネ法

工場等

省エネ法

荷主

省エネ法

輸送
温対法 フロン法

事業者
（事務局のみ）

クリックします。

https://eegs.env.go.jp/eegs-request/
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アクセスキーの入力

EEGSの利用の流れと操作手順

⚫ 利用申請（ワンタイムURL）画面で情報を入力し、「申請実行」ボタンをクリックします。

※パスワードには、英大文字、英小文字、数字、記号の4種類を含む8桁以上の文字列を設定してください。

⚫ クリック後、利用申請の登録完了メッセージが表示されます。

☞2

省エネ法

工場等

省エネ法

荷主

省エネ法

輸送
温対法 フロン法

事業者
（事務局のみ）

 

 

クリックします。
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ログインIDの発行

EEGSの利用の流れと操作手順

☞3

省エネ法

工場等

省エネ法

荷主

省エネ法

輸送
温対法 フロン法

事業者
（事務局のみ）

⚫ 利用申請の登録完了後、EEGSからワンタイムURL発行メールが送信されます。

⚫ メールに記載のURLクリック後、ログインID発行画面が表示されます。利用申請（ワンタイムURL）画面で登録した

パスワードを入力してください。

⚫ ログインID発行後、EEGSからメールでログインIDが通知されます。

入力後、クリックします。

利用申請（ワンタイムURL）画面で登録したパス

ワードを入力します。
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EEGSの初回ログイン

EEGSの利用の流れと操作手順

☞4

省エネ法

工場等

省エネ法

荷主

省エネ法

輸送
温対法 フロン法

事業者
（事務局のみ）

⚫ ご使用のブラウザから「https://eegs.env.go.jp/eegs-report/login」と入力し、Enterキーを押すと、EEGSのログイン

画面が表示されます。

⚫ EEGSのログイン画面からログインID（メールで通知されたもの）とパスワード（自分で設定したもの）を入力し、「私はロボットでは

ありません」にチェックを入れて「ログイン」ボタンをクリックすると、ログインができます。

入力します。

入力します。

クリックします。

チェックします。
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EEGSのホーム画面

EEGSの利用の流れと操作手順

⚫ EEGSにログインすると、ホーム画面が表示されます。ホーム画面の左側のメニューから様々な手続きを行います。

メニューの説明は次ページ以降をご参照ください。

⚫ ホーム画面にはお知らせ情報が掲載されています。お知らせ情報には通常、受理や差し戻し等の状態や、省庁から

のお知らせが表示されます。

省エネ法

工場等

省エネ法

荷主

省エネ法

輸送
温対法 フロン法
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EEGSのメニュー

EEGSの利用の流れと操作手順

報告書（届出書等）

のファイルアップロード
報告書（届出書等）

の一覧

フロン法

フロン法報告書

の作成

（漏えい量の直

接入力）

フロン法報告書

の作成

（充塡回収量

の入力）

事業所情報の入力

※事務局のみ

事業者情報の入力

※事務局のみ

担当者管理

※事務局のみ

事業者管理

事業所管理

事業者一覧

※事務局のみ

その他

事業所一括

入力・変更・削除

※事務局のみ

事業所一覧

※事務局のみ

担当者一括登

録・変更・削除

※事務局のみ

パスワード変更 お知らせ情報

管理

※事務局のみ

電子情報処理

組織使用管理

電子情報処理

組織使用

※事務局のみ

電子情報処理

組織使用変更

※事務局のみ

電子情報処理

組織使用廃止

※事務局のみ

届出書一覧

※事務局のみ
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電子情報処理組織使用届出書の追加提出

EEGSの利用の流れと操作手順

②クリックします。

☞５

③クリックします。

⚫ EEGS利用申請時に提出した届出書と異なる制度での報告を行いたい場合は、電子情報処理組織使用届出書

を追加で提出する必要があります。提出はEEGSで行えます。

⚫ ホーム画面の「管理機能」メニューをクリックし、その後「電子情報処理組織使用管理」、「電子情報処理組織使

用」をクリックします。

⚫ 届出書提出のメニュー画面が表示されるので、報告が必要な制度の様式を選択します。

提出可能な様式を選択することができます。

いずれかの該当する様式をクリックします。

①クリックします。

省エネ法

工場等

省エネ法

荷主

省エネ法

輸送
温対法 フロン法

事業者
（事務局のみ）
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基本情報の入力・確認の流れと操作手順
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報告書の作成を行う前に、事業者・事業所・担当者の情報を登録します。

基本情報の入力・確認の流れと操作手順

事業者（事務局以外） 事業者（事務局） EEGS

ログイン

アカウント発行メール送信

アカウント発行メール受領

事業者情報の入力

事業所情報の入力
※工場・温対法・フロン法

☞1

☞2

担当者（事業者内ユーザ）
の登録・アカウントの発行

☞3

ＧビズIDで
ログインする
ための準備

ＧビズIDでログイン

必要に応じて

☞4

☞5

お知らせ情
報の登録

☞6

ＧビズIDで
ログイン

EEGSを初めて利用する場合は必ず、事業者情報

の登録内容に間違いがないかを確認するとともに、

必須入力項目を追加入力してください

EEGSを初めて利用する場合は必ず、事業所情報

の登録内容に間違いがないかを確認するとともに、

必須入力項目を追加入力してください。

GビズIDを使用してEEGSにログインできるようにするためには、

事前にGビズIDをEEGSに登録しておく必要があります。

事業者ユーザは同じ事業者内の全ユーザ、事業所ユーザは

同じ事業所内の全ユーザに対する連絡事項を登録できます。

省エネ法

工場等
温対法 フロン法
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事業者情報の入力

基本情報の入力・確認の流れと操作手順

☞1

省エネ法

工場等

省エネ法

荷主

省エネ法

輸送
温対法 フロン法

事業者
（事務局のみ）

⚫ 事業者情報を確認・入力するには、ホーム画面の「管理機能」メニューをクリックし、その後「事業者管理」、「事業

者情報の入力」をクリックします。

①ホーム画面の

「管理機能」メニュー

をクリックします。

②「事業者管理」を

クリックします。

「事業者情報の入力」をクリックします。
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事業者情報の入力

基本情報の入力・確認の流れと操作手順

省エネ法

工場等

省エネ法

荷主

省エネ法

輸送
温対法 フロン法

事業者
（事務局のみ）

⚫ 事業者基本情報入力画面が表示されます。

⚫ 提出した「電子情報処理組織使用届出書」に基づき、省庁で事業者情報が登録されています。また、旧システム

を利用していた事業者は、事業者情報が引き継がれて登録されています。

⚫ EEGSを初めて利用する場合は必ず、事業者情報の登録内容に間違いがないかを確認するとともに、

画面上＊印の必須入力項目を追加入力してください。

⚫ 内容の変更を入力後、「入力内容を保存」ボタンをクリックします。
内容の変更を入力後、「入力内容

を保存」ボタンをクリックします。

☞1
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事業所情報の入力

基本情報の入力・確認の流れと操作手順
事業者

（事務局のみ）

⚫ 事業所情報を新規登録する場合は、ホーム画面のヘッダー部のリストを空白に、また、事業所情報を変更する場合

は、ヘッダー部のリストから変更する事業所を選択してください。

⚫ その上で、ホーム画面の「管理機能」メニューをクリックします。

クリックします。

ヘッダー部のリストから事業所を選択します。

☞2

省エネ法

工場等
温対法 フロン法



26

事業所情報の入力

基本情報の入力・確認の流れと操作手順
事業者

（事務局のみ）

⚫ 「事業所管理」→ 「事業所情報の入力」をクリックします。

クリックします。

クリックします。

☞2

省エネ法

工場等
温対法 フロン法
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事業所情報の入力

基本情報の入力・確認の流れと操作手順
事業者

（事務局のみ）

⚫ 事業所情報を入力、変更します。なお、＊印は必須入力項目です。

⚫ EEGSを初めて利用する場合は必ず、事業所情報の登録内容に間違いがないかを確認するとともに、

画面上＊印の必須入力項目を追加入力してください。

⚫ 入力後、「入力内容を保存」ボタンをクリックします。

入力完了後、「入力内容を保存」

ボタンをクリックします。

☞2

省エネ法

工場等
温対法 フロン法

「一括算出」とは、複数の事業所を仮想的に１つの事業

所としてまとめて計算を行う機能です。

デフォルトでは「単一算出」が選択されています。

「一括算出」を選択すると、この事業所に関して、省エネ法

（工場）の指定表や温対法・フロン法の様式第１別紙

が作成できないので、注意してください。
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担当者（事業者内ユーザ）の登録・アカウントの発行

基本情報の入力・確認の流れと操作手順

☞3

省エネ法

工場等

省エネ法

荷主

省エネ法

輸送
温対法 フロン法

事業者
（事務局のみ）

⚫ 事業者（事務局）ユーザは、EEGSを利用できる担当者を追加することができます。

⚫ 担当者管理画面に遷移するには、ホーム画面の「管理機能」メニューをクリックします。

その後、「その他」→ 「担当者管理」をクリックします。

①ホーム画面の「管理機能」メ

ニューをクリックします。

②「その他」をクリックします。

③「担当者管理」をクリックします。
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担当者（事業者内ユーザ）の登録・アカウントの発行

基本情報の入力・確認の流れと操作手順

⚫ 担当者情報を追加するには、担当者管理画面から「追加」ボタンをクリックします。

クリックします。

省エネ法

工場等

省エネ法

荷主

省エネ法

輸送
温対法 フロン法

事業者
（事務局のみ）☞3
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担当者（事業者内ユーザ）の登録・アカウントの発行

基本情報の入力・確認の流れと操作手順

省エネ法

工場等

省エネ法

荷主

省エネ法

輸送
温対法 フロン法

事業者
（事務局のみ）☞3

⚫ 担当者追加画面が表示されるので、追加したい担当者情報を入力し、「登録」ボタンをクリックします。

なお、＊印の項目は必須入力項目です。

⚫ 登録が正常に完了すると、登録された担当者のメールアドレスに登録完了のメールが送信されます。

そのメール本文に、追加したユーザの「ログインID」「初期パスワード」が記載されています。

クリックします。

「権限」はユーザ権限を意味しています。

プルダウンから該当するものを選択します。
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GビズIDでログインするための準備

基本情報の入力・確認の流れと操作手順

☞4

省エネ法

工場等

省エネ法

荷主

省エネ法

輸送
温対法 フロン法

事業者
（事務局のみ）

⚫ GビズIDを使用してEEGSにログインできるようにするためには、事前にGビズIDをEEGSに登録しておく必要があります。

⚫ まず、担当者管理画面からユーザを選択し、「操作」から「編集」ボタン(鉛筆マーク)をクリックします。

クリックします。
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GビズIDでログインするための準備

基本情報の入力・確認の流れと操作手順

⚫ 担当者変更画面の「GビズID」に、GビズIDシステムに登録されているログインIDを入力し、「変更」ボタンをクリックし

て登録します。これにより、次回以降、GビズIDを利用したログインができるようになります。

省エネ法

工場等

省エネ法

荷主

省エネ法

輸送
温対法 フロン法

事業者
（事務局のみ）

GビズIDのログインIDを入力する。

クリックします。

☞4
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GビズIDでのログイン

基本情報の入力・確認の流れと操作手順

☞5

⚫ EEGSにGビズIDでログインする場合は、ログイン画面から「GビズIDでログイン」をクリックします。

省エネ法

工場等

省エネ法

荷主

省エネ法

輸送
温対法 フロン法

事業所

事業者

クリックします。

※GビズIDは、法人・個人事業主向け共通認証システムです。

GビズIDを取得すると、一つのID・パスワードで、様々な行政サービスにログインできます。

詳細は「https://gbiz-id.go.jp/top/」をご確認ください。
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お知らせ情報の登録

基本情報の入力・確認の流れと操作手順

☞6

⚫ EEGSのホーム画面にあるお知らせ情報に、情報を登録することができます。

⚫ お知らせ情報を登録するには、ホーム画面の「管理機能」メニューをクリックし、

その後、「その他」→「お知らせ情報管理」をクリックします

省エネ法

工場等

省エネ法

荷主

省エネ法

輸送
温対法 フロン法

事業者
（事務局のみ）

①ホーム画面の「管理機能」

メニューをクリックします。

②「その他」をクリックします。

③「お知らせ情報管理」をクリックします。
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お知らせ情報の登録

基本情報の入力・確認の流れと操作手順

⚫ お知らせ情報を登録するには、「お知らせ情報一覧」から「新規登録」ボタンをクリックします。

省エネ法

工場等

省エネ法

荷主

省エネ法

輸送
温対法 フロン法

事業者
（事務局のみ）

クリックします。

☞6
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お知らせ情報の登録

基本情報の入力・確認の流れと操作手順

⚫ お知らせ情報登録画面が表示されます。登録するお知らせ情報を入力し、「登録」ボタンをクリックします。

⚫ 事業者（事務局）ユーザ、事業者ユーザは、同じ事業者内の全ユーザに対する連絡事項が登録できます。

省エネ法

工場等

省エネ法

荷主

省エネ法

輸送
温対法 フロン法

事業者
（事務局のみ）

クリックします。

☞6
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EEGSを用いた報告書の作成・提出の流れと操作手順
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EEGSでは、報告書の作成から提出まで一気通貫で実施可能です。

EEGSを用いた報告書の作成・提出の流れと操作手順

フロン法

事業者（事業所） 事業者 受付省庁

報告書の提出、受領書の発行

報告書修正

事業者における
報告書の入力

☞8

報告書の入力チェック

提出先の登録

ツールで作成した
報告書ファイルの登録

☞6

☞5

報告書のステータスの
確認

報告書の取り下げ依頼

取り下げ承認

差戻し

報告書の再提出

受理

☞3

☞7

☞9
☞11

☞10

報告書の取り下げを行う場合には、まず、

報告書を提出した省庁に電話等で連絡し、

許可をとってください

報告書の作成を始める前に、

まず「報告書データの更新」ボ

タンを押して、情報を最新化

してください。

充塡・回収量の入力・取り込み

☞1

事業所情報の追加入力

☞2

事業者における報告書の入力
（漏えい量を直接入力する場合）

☞４
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EEGSでは、報告書作成支援ツールで作成した報告書の提出も可能です。

EEGSを用いた報告書の作成・提出の流れと操作手順

⚫ アップロードされた報告書は、EEGSの画面上で閲覧することは可能ですが、修正することはできません。

報告書作成支援ツール等で修正を行い、再アップロードしてください。

制度 支援ツール名 提出可能な形式

省エネ法

（工場等）

定期報告書作成支援ツール XMLファイル

定期報告書作成支援ツール Excel版 XMLファイル

省エネ法（荷主） 定期報告書作成支援ツール《荷主用》 XMLファイル

定期報告書作成支援ツール《荷主用》 Excel版 XMLファイル

省エネ法（輸送）

貨物（定期報告書作成支援ツール）Excel Excelファイル

旅客（定期報告書作成支援ツール ）Excel Excelファイル

航空（定期報告書作成支援ツール）Excel Excelファイル

認定管理統括貨客（定期報告書作成支援ツール）Excel Excelファイル

温対法
温対法報告様式（第1・別紙・第2）

【電子報告システム報告用】Excel

XMLファイル

またはExcelファイル

フロン法 フロン類算定漏えい量報告・公表制度 報告書作成支援ツール XMLファイル

漏えい量報告書様式（第1・別紙・第2） Excel Excelファイル

フロン法

EEGSで提出可能な報告書作成支援ツール等の一覧
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制度改正への対応

EEGSを用いた報告書の作成・提出の流れと操作手順

⚫ 報告に用いるフロン類の種類と地球温暖化係数（GWP）は、令和4年度末の告示改正を受け、令和6（2024）

年度に算定・報告する算定漏えい量から変更になります。

⚫ 従って、今年度、令和5（2023）年度に算定・報告する算定漏えい量は、これまでと同じフロン類の種類とGWPを

使っていただきます。

⚫ なお、EEGSでは、フロン類の種類及びGWPは自動で補正されますので、来年度以降も事業者ご自身で値を変更し

ていただく必要はありません。

フロン法
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充塡・回収量の入力・取り込み

EEGSを用いた報告書の作成・提出の流れと操作手順

②クリックします。

フロン法

事業所

事業者

☞1

⚫ ホーム画面の「報告書・充塡回収量の入力」メニューをクリックし、さらに「報告書の作成（充塡回収量の入力）」

ボタンをクリックします。

⚫ 報告書の作成（充塡回収量の入力）のメニュー画面が表示されます。表示されるボタンは以下の通りです。
• 事業所ユーザの場合：「充塡・回収量入力」ボタンのみ表示されます。

• 事業者ユーザの場合： 「充塡・回収量入力」、「報告書の入力・編集」、「報告書作成前チェック」、「報告書作成」ボタンが表

示されます。

①クリックします。

（事業所ユーザの表示画面）

クリックします。
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充塡・回収量の入力・取り込み

EEGSを用いた報告書の作成・提出の流れと操作手順

クリックします。

クリックします。

フロン法

事業所

事業者

☞1

⚫ 「充塡・回収量の入力」画面に遷移します。当該画面では、登録済み事業所がリスト表示されるので、

充塡・回収量を入力したい事業所の「充塡・回収情報」ボタンをクリックします。

⚫ そうすると、充塡・回収情報の入力・編集画面に遷移します。

新たに充塡・回収情報を入力したい場合は「行追加」ボタンをクリックします。
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充塡・回収量の入力・取り込み

EEGSを用いた報告書の作成・提出の流れと操作手順

クリックします。

⚫ 充填・回収情報の追加・編集画面が立ち上がるので、必要な情報を入力し、「登録する」ボタンをクリックします。

（入力内容から報告書に必要な「実漏えい量(kg)」「算定漏えい量(t-CO2)」「算定漏えい量(t-CO2)の合計」の

値が自動計算されます。）

⚫ さらに、「充塡・回収量の入力画面に戻る」ボタンをクリックすると、前画面（充塡・回収量の入力画面）に戻りま

す。

☞1

フロン法

事業所

事業者

クリックします。
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充塡・回収量の入力・取り込み

EEGSを用いた報告書の作成・提出の流れと操作手順

クリックします。

☞1

フロン法

事業所

事業者

⚫ 充塡・回収量の入力画面において、「充塡・回収情報のCSVファイルの取込」ボタンをクリックすると、

情報処理センターなどから入手した充塡・回収データ（CSVファイル）を取り込むことができます。
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事業所情報の追加入力

EEGSを用いた報告書の作成・提出の流れと操作手順

クリックします。

⚫ 充塡・回収量の入力画面において、「特定事業所情報」ボタンをクリックすると、

当該事業所の情報を入力することができます。

フロン法

事業所

事業者

☞2
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事業所情報の追加入力

EEGSを用いた報告書の作成・提出の流れと操作手順

クリックします。

⚫ 特定事業所情報の入力・編集画面が立ち上がります。管理機能にて登録した事業所情報が初期表示されます

ので、事業所名（ふりがな）、担当者（問い合わせ先の情報）等、報告書提出にあたり不足している情報を追

加入力し、「登録する」ボタンをクリックします。

⚫ さらに、遷移先の画面で「入力内容を保存する」ボタンをクリックすると、入力した内容を保存・チェックすることがで

きます。「入力内容を保存する」ボタンをクリックせずに、メニュー画面や他の画面に遷移すると、入力内容が破棄さ

れるのでご注意ください。

フロン法

事業所

事業者

☞2

クリックします。
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事業者における報告書の入力

EEGSを用いた報告書の作成・提出の流れと操作手順

☞3

②クリックします。

フロン法

事業者

⚫ ホーム画面の「報告書・充塡回収量の入力」メニューをクリックし、さらに「報告書の作成（充塡回収量の入力）」

ボタンをクリックします。

⚫ 報告書の作成（充塡回収量の入力）のメニュー画面が表示されるので、「報告書の入力・編集」をクリックします。

クリックします。
①クリックします。
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事業者における報告書の入力

EEGSを用いた報告書の作成・提出の流れと操作手順

☞3

⚫ 事業者情報で登録されている内容は自動的に反映されます。ここでは、報告書提出にあたり不足している情報を

入力します。

⚫ 「入力内容を保存する」ボタンをクリックすると、入力内容がチェックされます。入力内容にエラーがあった場合、エラー

メッセージの内容に従って、修正してください。

フロン法

事業者

クリックします。

エラーメッセージの内容に

従って修正してください。
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事業者における報告書の入力

EEGSを用いた報告書の作成・提出の流れと操作手順

☞3

クリックします。

エラーメッセージの内容に

従って修正してください。

⚫ 報告書の作成（充塡回収量の入力）のメニュー画面で、「報告書作成前チェック」ボタンをクリックすると、入力内

容がチェックされます。入力内容にエラーがあった場合、エラーメッセージの内容に従って、修正してください。

⚫ 報告書の登録・出力が可能な入力内容であれば、「報告書作成」ボタンが操作できるようになります。

エラーが解消されると、

「報告書作成」ボタンがク

リックできるようになります。
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事業者における報告書の入力

EEGSを用いた報告書の作成・提出の流れと操作手順

☞3

⚫ 「報告書作成」ボタンをクリックすると、報告書作成画面に遷移します。

⚫ 「報告書プレビュー」ボタンをクリックすると、チェックがついた報告書を別タブ（別ウィンドウ）でプレビュー表示すること

ができます。

クリックします。

別タブ・別ウィンドウでプレビュー表示されます。
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事業者における報告書の入力

EEGSを用いた報告書の作成・提出の流れと操作手順

☞3

クリックします。

⚫ 「報告書として登録する」ボタンをクリックすると、これまで入力してきた内容を、報告書として登録することができます。

報告書の提出には登録が必要です。

⚫ 漏えい量の直接入力（☞4）またはファイルアップロード（☞5）により既に報告書が登録されている場合には、

「報告書として登録する」は実行できません。その場合、不要な報告書の削除を行った上で、提出したい報告書の

登録を行ってください。

⚫ 「報告書として登録する」実行後は、報告書（届出書等）一覧画面へ遷移します。

報告書（届出書等）一覧画面
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事業者における報告書の入力（漏えい量を直接入力する場合）

EEGSを用いた報告書の作成・提出の流れと操作手順

☞4

フロン法

事業者

⚫ ホーム画面の「報告書・充塡回収量の入力」メニューをクリックし、さらに「報告書の作成（漏えい量の直接入力）」

ボタンをクリックします。

①クリックします。

②クリックします。
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事業者における報告書の入力（漏えい量を直接入力する場合）

EEGSを用いた報告書の作成・提出の流れと操作手順

☞4

⚫ 表紙タブを選択すると、表紙表面の入力画面が表示されます。事業者情報で登録されている内容が、自動的に

表示されるので、報告書提出にあたり不足している情報を入力してください。

⚫ その後、タブから入力対象となる表を選択し、必要事項を入力してください。

フロン法

事業者

入力対象となる表番号をクリックします。

※表ごとの入力方法の詳細については、操作マニュアル（フロン法編）をご参照ください。
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事業者における報告書の入力（漏えい量を直接入力する場合）

EEGSを用いた報告書の作成・提出の流れと操作手順

フロン法

事業者

①クリックします。

②クリックします。

☞4

⚫ 別紙に情報を入力する場合は、「入力内容を保存」ボタンをクリックし、入力内容の一時保存を行った上で、

様式第１第２表において、入力を行う特定事業所の「別紙入力」ボタンをクリックします。
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事業者における報告書の入力（漏えい量を直接入力する場合）

EEGSを用いた報告書の作成・提出の流れと操作手順

フロン法

事業者

①クリックします。

②クリックします。

☞4

⚫ 別紙の入力が終わったら、 「入力内容を保存」ボタンをクリックし、入力内容の一時保存を行った上で、

「様式第1第2表に戻る」ボタンをクリックすると、様式第１の入力画面に戻ります。
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ツールで作成した報告書ファイルの登録

EEGSを用いた報告書の作成・提出の流れと操作手順

☞5

⚫ ツールで作成した報告書ファイルを登録するには、ホーム画面の「報告書の提出」メニューをクリックし、

さらに、「報告書（届出書等）のファイルアップロード」をクリックします。

事業者

クリックします。 クリックします。

フロン法
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ツールで作成した報告書ファイルの登録

EEGSを用いた報告書の作成・提出の流れと操作手順

☞5

⚫ 報告書種別とファイル形式を設定し、「ファイルの選択」ボタンをクリックしてファイルをアップロードします。

事業者

フロン法
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ツールで作成した報告書ファイルの登録

EEGSを用いた報告書の作成・提出の流れと操作手順

☞5

⚫ アップロードが完了すると、報告書基本情報画面が表示されます。

⚫ アップロードするファイルが他にもある場合は、画面の下側に移動し、ファイル追加欄の「様式」、「ファイル形式」を選

択します。事業所単位の場合は、「事業所選択」欄で事業所も選択します。

⚫ その後、「ファイルの選択」ボタンからファイルを選択し、「追加」ボタンをクリックすると、アップロードが完了します。

⚫ なお、ここではファイルをEEGSに登録するだけで、提出したことになりません。この後、報告書一覧画面から、

報告書をEEGSで作成した場合と同様に、「入力チェック」以降の作業を実施してください。

事業者

フロン法

①様式とファイル形式

を選択します。

②事業所単位のファイルの場合は、

事業所も選択します。

③「追加」ボタンを

クリックします。
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報告書の入力チェック

EEGSを用いた報告書の作成・提出の流れと操作手順

☞6

事業者

⚫ 報告書を提出するには、必ず入力チェックを行う必要があります。

ホーム画面の「報告書の提出」メニューをクリックし、さらに、「報告書（届出書等）一覧」をクリックします。

クリックします。 クリックします。

フロン法
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報告書の入力チェック

EEGSを用いた報告書の作成・提出の流れと操作手順

☞6

⚫ 報告書（届出書等）一覧画面から、該当する報告書の「入力チェック」ボタン(チェックマーク)をクリックします。

事業者

クリックします。

フロン法
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報告書の入力チェック

EEGSを用いた報告書の作成・提出の流れと操作手順

☞6

⚫ 入力チェックの結果、問題がない場合は「エラー、警告はありません。」とのメッセージが表示されます。

これで報告書を提出することができます。

事業者

フロン法
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提出先の登録

EEGSを用いた報告書の作成・提出の流れと操作手順

☞7

⚫ 報告書を提出する際には、まず提出先を登録する必要があります。

⚫ 提出する報告書を選択し、「提出」ボタン(横矢印マーク)をクリックします。

事業者

クリックします。

フロン法
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提出先の登録

EEGSを用いた報告書の作成・提出の流れと操作手順

☞7

⚫ 提出先選択画面が表示されます。各項目のプルダウンから提出先を設定します。

⚫ 複数の提出先を登録する場合は、「追加」ボタンをクリックします。

⚫ 主たる事業を所管する省庁について、「主」にチェックを付けてください。

主たる事業が複数省庁による共管の場合は、複数選択可能です。

事業者

提出先の登録は省庁・部局・課室を設定

し、主たる省庁を1件以上選択します。

複数の提出先を登録する

場合は、「追加」ボタンをク

リックします

フロン法
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報告書の提出、受領書の発行

EEGSを用いた報告書の作成・提出の流れと操作手順

☞8

⚫ 報告書を提出するには、提出先選択画面から「報告書を提出する」ボタンをクリックします。

⚫ 報告書の提出が完了すると、「受領書をダウンロードする」というボタンが表示されますので、そこを押下すると

受領書をダウンロードすることができます。社内で報告書を提出したことを証明する書類としてご利用ください。

事業者

クリックします。

フロン法
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報告書の取り下げ

EEGSを用いた報告書の作成・提出の流れと操作手順

☞9

⚫ 報告書の取り下げを行う場合には、まず、報告書を提出した省庁に電話等で連絡し、許可をとってください。

⚫ その上で、報告書（届出書等）の一覧画面から、取り下げを行う報告書の「矢印」をクリックします。すると、取り

下げ依頼を行う報告書の確認画面が表示されるので、「取り下げ依頼」ボタンをクリックしてください。

⚫ 取り下げ依頼を行い、省庁が承認すると、報告書のステータスが「取り下げ済」に変わります。

報告書の修正を行い再提出してください。

事業者

クリックします。

ステータス内容により、次の取り下げ依頼画面での操作が異なります。

・提出済み・確認前 ： 省庁ユーザが報告書の内容を確認する前のため、

取り下げ依頼事由の入力は不要です。

・提出済み・確認済 ： 省庁ユーザがすでに報告書の内容を確認済み

であるため、取り下げ依頼事由の入力が必要です。

フロン法
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取り下げ／差戻しからの報告書の再提出

EEGSを用いた報告書の作成・提出の流れと操作手順

⚫ 取り下げた／差し戻された報告書を修正・保存した上で、報告書（届出書等）一覧画面に遷移します。

⚫ まず、「入力チェック」ボタン(チェックマーク)をクリックして、入力チェックを行います。

⚫ そこでエラーメッセージが表示されなければ、「提出」ボタン(横矢印マーク)をクリックして、報告書を再提出します。

事業者

☞10

フロン法

①ここをクリックして

入力チェックします。

②ここをクリックして

再提出します。
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報告書のステータスの確認

EEGSを用いた報告書の作成・提出の流れと操作手順

☞11

⚫ 作成中および作成済みの定期報告書のステータスを確認するには、ホーム画面の「報告書の提出」メニューを

クリックし、さらに、 「報告書（届出書等）の一覧」をクリックします。

事業者

クリックします。 クリックします。

フロン法
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報告書のステータスの確認

EEGSを用いた報告書の作成・提出の流れと操作手順

⚫ 確認したい報告書を検索するための検索条件を入力するには、下矢印をクリックし、検索したい条件を設定し、

「検索」ボタンをクリックします。

⚫ 検索条件に一致した報告書が表示されます。

事業者

確認したい報告書を検索するた

めの検索条件を入力するには、

下矢印をクリックし、検索したい

条件を設定し、「検索」ボタンを

クリックします。

☞11

フロン法
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報告書のステータスの確認

EEGSを用いた報告書の作成・提出の流れと操作手順

⚫ 報告書の入力および提出の状況は、提出ファイル一覧の「ステータス」で確認できます。

事業者

☞11

フロン法



70

報告書一覧画面におけるアイコンの説明

EEGSを用いた報告書の作成・提出の流れと操作手順

⚫ EEGSの画面で表示するアイコンについて説明します。

省エネ法

工場等

省エネ法

荷主

省エネ法

輸送
温対法 フロン法

編集・詳細
表示されている行の内容の編集を行います。

表示されている行の詳細画面に遷移します。

削除 表示されている行の削除、報告書が不要の場合の削除を行います。

PDF出力 受領書等のPDF出力を行います。

提出 報告書の提出を行います。

入力チェック 報告書の入力チェックを行います。

取り下げ依頼 報告書の取り下げ依頼を行います。

取り下げ依頼解除 報告書の取り下げ依頼の解除を行います。
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お問い合わせ先

⚫ EEGSに関する各種情報は、以下のEEGSポータルサイトをご参照ください。

https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/system

⚫ EEGSの操作方法に関するお問い合わせは、以下の窓口までご連絡ください。

EEGSヘルプデスク（株式会社セック）

E-mail: g-eegs-support@sec.co.jp

TEL: 03-4446-6054

※お問い合わせはできるだけメールでお願いします。

⚫ 本資料の内容に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

株式会社野村総合研究所 小林・原田

E-mail: sof-ext@nri.co.jp

⚫ 報告書の内容など、システム操作以外のお問い合わせは、各制度のヘルプデスクまでご連絡ください。

https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/system
mailto:g-eegs-support@sec.co.jp
mailto:g-eegs-support@sec.co.jp
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